
警察署協議会開催状況

開 催 日 時 令和６年５月15日（水）
午後１時30分から

午後３時20分まで

開 催 場 所 飾磨警察署 別館３階会議室

福井会長 齊藤副会長

委 員 寺坂委員 田中委員 俣木委員 松本委員 瀧野委員
（８人中７人）計 ７人

出 席 者

署長、副署長、刑事生活安全官、地域交通官

警察署 署長補佐兼警務課長、会計課長、刑事第一課長

刑事第二課長、生活安全課長、交通第一課長、交通第二課長

警備課長、警務課係長 計 13人

その他

１ 令和６年第１四半期の業務推進結果と令和６年第２四半期業務

推進計画の説明

２ 前回の答申に対する業務推進状況

被害者支援について

(1) 広報啓発活動の推進

(2) ひょうご被害者支援センターへの協力による社会貢献

(3) 県警本部主管課との連携強化

(4) 被害者支援活動にかかる指導教養の推進

(5) 被害者の手引きの確実な交付

(6) 被害者の心情に配意した環境整備等

(7) 姫路被害者支援連絡協議会の活性化

議 事 概 要 ３ 諮問事項

「若手職員の育成方針について」

４ 答申等

若手職員の育成にあっては

○ 警察の育成カリキュラムは他に類のない完成されたもので

あることから、これらを活かした指導の推進

○ 若者の特性、気質を理解し、社会の変化に順応した指導

○ 若手職員が夢を持ち続けることができる魅力ある環境作り

○ 若手職員を希望する業種に就かせる環境作り

等を実践し、モチベーションの維持に努めていただきたい。


